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公益社団法人全国市有物件災害共済会 

令和８年度通常理事会議事録 

 

１ 日  時  令和８年５月２９日（木）午前１１時１５分～１１時５２分 

２ 場  所  川崎市川崎区宮本町１番地 

川崎市役所７階特別会議室、各理事市市役所副市長室等 

次の理事は、Ｗｅｂ会議システム(ＺＯＯＭ）により、次の場

所で参加した。 

藤本 章（仙台市秘書課会議室） 

曽根光広（高崎市市民対話室） 

荒木一男（福井市副市長室） 

山田啓之（金沢市秘書課会議室） 

杉野みどり（名古屋市副市長室） 

山下佳寿（津市８１会議室） 

竹内重貴（京都市副市長室） 

中井幹晴（広島市副市長室） 

志賀雅彦（美祢市副市長室） 

西本能尚（宇和島市副市長室） 

３ 理事総数及び定足数  理事現在数 １８名 定足数 １０名 

４ 出席理事  １２名（以下、敬称略） 

荒木一男、志賀雅彦、杉野みどり、曽根光広、竹内重貴、中井幹晴、西本能

尚、福田紀彦（理事長）、藤本章、山下佳寿、山田啓之、三冨吉浩（常務理

事）（五十音順） 

５ 欠席理事  ６名 

  今西正男、江口哲郎、髙橋徹（理事長職務代理者）、比留間彰、光山裕朗、

山本健晴（五十音順） 

６ 出席監事  監事現在数 ２名 

西川敏、遠藤幸子 

７ 議題 

【議決事項】 

議案第１号 令和７年度事業報告について 
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議案第２号 令和７年度決算について 

議案第３号 支払準備資産に関する規程に定めるリスクの範囲について 

議案第４号 総会において選任される理事候補者の決定について 

議案第５号 総会において選任される監事候補者の決定について 

議案第６号 地区協議会会長の選任について 

議案第７号 総会の日時、場所、目的である事項等の決定について 

【報告事項】 

報告第１号 理事の退任について 

報告第２号 地震災害見舞金制度の見直しについて 

報告第３号 自動車損害共済の原因不明事故の免責金額の導入について 

報告第４号 代表理事の職務執行の状況について 

報告第５号 理事長の利益相反取引に係る重要事項について 

報告第６号 令和７年度助成対象事業における各団体の実施状況について 

８ 議事の経過の要領及びその結果  

（１）定足数の確認 

福田紀彦理事長（以下「福田理事長」という。）が挨拶を行った。 

続いて、議事の開始に先立ち、事務局から定款第３３条第１項に基づき、

福田理事長が議長に就く旨の説明を行った。 

議長は、理事会の開会を宣言し、続いて、定款第３４条第１項に規定する

理事会の決議に必要な要件を満たしていることを事務局に確認した。 

（２）議事の審議状況 

議長は、議事録について、定款第３６条第２項に基づき、出席した代表理

事及び監事が記名押印する旨を告げ、議案の審議に入った。 

議案の審議については、三冨吉浩常務理事（以下「三冨常務理事」という。）

の議案説明後、議長が採決をする形式で行った。 

【議決事項】 

ア 議案第１号「令和７年度事業報告について」 

イ 議案第２号「令和７年度決算について」 

ウ 議案第３号「支払準備資産に関する規程に定めるリスクの範囲について」 

議案第１号から議案第３号について、一括して次のとおり説明を行った。 

「それでは、５ページをお開きください。議案第１号「令和７年度事業
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報告」でございます。 

はじめに、２段落目ですが、令和７年度は、中長期経営計画（５年間）

のうち集中取組期間（３年間）の最終年度であったため、令和８年１月開

催の理事会におきまして中間報告を行いました。 

今後とも、この計画に掲げる取組を着実に推進し、相互救済事業はもと

より、防災・減災に関する事業の積極的な実施を通じて、地方自治の発展

と住民福祉の向上に貢献してまいります。なお、現在の会員市数は、７９

２市で、全国全ての市が会員となっております。 

それでは、事業ごとにご説明いたしますので、６ページをお開きくださ

い。 

「１」の相互救済事業でございます。はじめに、建物共済について説明

しますので、表をご覧ください。 

表頭（A）の当年度実績は、契約件数、３２万件余、分担金受取額は、

８６億円余、前年度比３．４％の増で、これは主に建築費指数の上昇によ

るもの、２行下の共済金支払額は、５９億円余、前年度比２３．６％の増

で、これは主に、平成３０年度、令和元年度に発生した大規模自然災害な

どに対する災害共済金の支払が進んだことによるものです。 

この結果、分担金に対する共済金の割合である損害率は、６８．７％と

なり、前年度に比べ１１．２ポイントの増加となりました。 

最下段の支払備金ですが、支払備金とは、既発生の災害による損害であ

って、決算時点で未払いの共済金支払見込額として、翌年度以降に支払い

が繰り越される流動負債を言いますが、当年度末では、２１１億円余、前

年度比９億７千万円の増で、これは主に、令和７年度において新たに大規

模なごみ処理施設の火災事故が発生したことによるものです。この支払

備金２１１億円は、当年度の分担金受取額の約２．５倍にもなり、引き続

き予断を許さない状況にございます。 

次に、７ページの自動車損害共済の表をご覧ください。 

(A)の当年度の契約台数は、２０万台余、分担金額は、３２億円余、２

行下の共済金支払額は、２５億円余となりました。この結果、損害率は、

７８．７％、前年度に比べ３．８ポイントの減、最下段の支払備金も減と

なりました。 
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これは、前年度のような高額な車両共済金の支払がなかったことで減と

なったもので、損害率自体は、近年の修理費の上昇に伴い支払単価が増加

しており、採算ラインである７０％を超えて高止まりしているため、引き

続き予断を許さない状況にあります。 

次に、表の下、地震災害見舞金では、令和６年度に発生した「豊後水道

を震源とする地震」などにより被災した１１団体に、８千万円余の見舞金

を交付いたしました。 

次に、「２」の普及啓発事業では、近年、ごみ処理施設において火災事

故が多発していることから、１段落目、当該施設を訪問し、防災・減災研

修会を開催したほか、２段落目、『リチウムイオン電池を原因とする火災

事故防止の手引き』を作成し、取組みを強化しました。３段落目、自動車

共済については、「公用車事故防止対策資料集」などを基に、安全運転講

習会を開催しました。 

次に、８ページ、「３」の融資事業でございますが、表の合計にあると

おり、令和７年度は、３１１団体に７６億円余を低廉な利率で融資いたし

ました。 

次に、「４」の防災専門図書館でございますが、記載のとおり、利用者

の裾野を広げる様々な活動とともに、企画展の開催など専門図書館なら

ではの情報発信を積極的に行いました。 

次に、９ページ、「５」の防災その他に関する事業でございますが、（１）

は、８月に「防災フォーラム」を開催し、１２月からは「都市防災推進セ

ミナー」をオンラインで配信しました。（２）は、全国的観点から事業を

実施する３団体に対し、合計で、７，２００万円の協助金を交付したもの

で、後ほど報告第６号で説明いたします。 

次に、１０ページ、「６」の日本都市センター会館事業については、後

ほど「決算」で説明いたしますが、３段落目に記載しているとおり、オフ

ィス部門は満室となっており、また、ホテル部門は堅調なホテルマーケッ

トを背景に収益拡大に努めたことから、経常収益は、前年度比１０．３％

の大幅な増となりました。その結果、経常費用を差し引いた当期一般正味

財産増減額は、４億３千万円余のプラス（黒字）となりました。 

最後の段落、「なお書き」ですが、令和５年度から７年度までの３か年
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で実施していた省エネの取組であるＺＥＢ化工事は、計画どおり完了し

ました。今後も脱炭素社会の実現に向け、ＺＥＢ化を推進してまいります。 

次に、１１ページ、「７」の保険手続き事業でございますが、（１）の道

路賠償責任保険は、表の上から、加入市数は６０８市、取扱手数料３,７

００万円余、（２）の自動車損害賠償責任保険は、取扱台数９，４２８台、

手数料収入は１，４００万円余となりました。 

次のページ、「８」の総会及び理事会につきましては、１２ページから

１３ページの表に記載のとおり開催し、議案は全て原案のとおり、可決さ

れました。 

次に、「９」の内部統制システムの運用状況でございますが、（１）の令

和７年度の監事監査につきましては、「監査報告書」を４５ページ以降に

掲載しておりますので、後ほどご参照願います。次に、（２）のコンプラ

イアンス委員会、（３）の内部監査等につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

最後に、１４ページ「１１の附属明細書」でございますが、事業報告の

内容を補足する重要な事項が存在しないため、所定の附属明細書は作成

しておりません。 

-------------------------------------------------------------- 

引き続き、議案第２号「令和７年度決算」についてご説明いたします。 

議案書類は、１５ページ以降にございますが、本日はその要点をまとめ

た「決算の大要」により説明いたしますので、４１ページをお開きくださ

い。 

はじめに、１の「貸借対照表」ですが、資産の部の上段、「流動資産合

計」は、１８５億１千万円余、その下段、「固定資産合計」は、５８６億

７千万円余となり、この結果、当年度の「資産合計」は、７７１億８千万

円余で、前年度比２３億６千万円余の増となりました。 

一方、負債の部の上段、「流動負債」は、相互救済事業に係る準備金が

主なものでございまして、上から、「支払備金」は、２２３億６千万円で、

前年度比１０億１千万円余の増、その下、「前受分担金」は、当年度計上

した分担金収益のうち、翌年度に帰属する分担金相当額を負債に計上す

るもので、２２億３千万円余、その下、「異常危険準備金」は、通常のリ
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スクを超える災害の異常危険損害の発生に備え、関係規程に基づき負債

に計上するもので、９３億９千万円余となり、前年度比９億５千万円余の

増、この結果、「流動負債合計」は、３４２億７千万円余となりました。 

次に、「固定負債合計」と合わせた「負債合計」は、３４９億１千万円

余で、前年度比２１億３千万円余の増となりました。 

この結果、最下段の正味財産になりますが、資産から負債を差し引いた

「正味財産合計」は、４２２億６千万円余となり、前年度比２億３千万円

余の増（の黒字）となりました。 

次に、４２ページ、２の「正味財産増減計算書」をご覧ください。この

計算書は、企業会計の損益計算書にあたるもので、ここでは、（１）に法

人全体の収益及び費用の前年度比較を、（２）に事業別の内訳を記載して

おります。 

はじめに、（１）の法人全体ですが、上の段の「経常収益計」は、１５

４億４千万円余で、前年度比７億２千万円余の増、これに対し、中段の「経

常費用計」は、１５２億１千万円余で、前年度比５千万円余の増、この結

果、最下段になりますが、経常収益から経常費用及び法人税等を差し引い

た「当期一般正味財産増減額」は、２億３千万円余の増（の黒字）となり

ました。 

次に、（２）の事業別になります。上段「経常収益計」から、中段「経

常費用計」を差し引いた、その下の「当期経常増減額」でございますが、

公益目的事業では２億２千万円余の減で、赤字、その右隣り、収益事業で

は４億５千万円余の増で、黒字、法人会計では、増減なしとなりました。 

２行下、「他会計振替」は、公益法人認定法の定めによって、２億２千

万円余を収益事業から公益目的事業に振替えることで、公益目的事業の

一番下、「当期一般正味財産増減額」は、増減なしの収支相償としており

ます。 

次に、４３ページをご覧ください。３の「事業別正味財産増減」の（１）

公益目的事業でございます。はじめに、表の上段、主な収益ですが、事業

収益のうち「建物分担金収益」は、８３億７千万円余で、前年度比２億６

千万円余の増、これは主に、建築費指数の上昇によるもの、「自動車分担

金収益」は、３２億円余となっております。この結果、「経常収益計」Ａ
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は、１１７億９千万円余で、前年度比３億９千万円余の増となっておりま

す。 

次に、下段の事業費でございますが、「建物災害共済金」の内訳にある

「共済金支払額」は、実際に委託団体にお支払いした実額を計上するもの

ですが、５９億２千万円余で、前年度比１１億３千万円余の増、これは、

過年度の災害に対する支払が進捗したことによるものです。 

「自動車災害共済金」の内訳「支払額」は、２５億６千万円余で、前年

度比１億２千万円余の減、これは、前年度発生したような車両の高額支払

がなかったことによるもの、「地震災害見舞金」の内訳「支払額」は、８

千万円余で、前年度比１５億２千万円余の減、これは、前年度に支払った

「令和６年能登半島地震」のような多額の支払がなかったことによるも

のです。 

次に、４４ページ、（２）収益事業のうち、ア 会館事業ですが、表の

上段、Ａの「経常収益計」は、３３億８千万円余、これに対し、下段Ｂの

「経常費用計」は、２９億５千万円余となりました。 

この結果、表の最下段、「当期経常増減」は、４億３千万円余の増で、

会館事業は３期連続の黒字となりました。 

もう一つの収益事業の、イの保険手続事業ですが、経常収益計が５，２

００万円余、経常費用計が３，４００万円余、当期経常増減は１，７００

万円余の増（黒字）となりました。 

次に、（３）法人会計ですが、「業務方法書」第５条に基づき、共済基金

分担金の一部を法人会計に充当したため、経常収益計と費用計が共に２

億１千万円余となり、当期一般正味財産の増減はありません。 

-------------------------------------------------------------- 

続きまして、６３ページをお開きください。議案第３号（支払準備資産

に関する規程に定めるリスクの範囲）でございます。 

本議案は、規程に定めるリスクの範囲について、有資格者として選任し

ております法人からの、保険業法に準じて作成された意見に基づき、１３

０億円と定めるものでございます。なお、意見書は６５ページ以降にござ

いますので、後ほどご参照願います。 

また、恐れ入りますが、一旦３１ページの「財務諸表に対する注記」に
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お戻りください。（５）の「異常危険準備金の計上基準」、その「なお書き」

に記載のとおり、備えるべき支払準備資産の額は、このリスクの額１３０

億円の６倍に相当する７８０億円となります。（議案第１号から第３号ま

での）説明は、以上でございます。」 

-------------------------------------------------------------- 

議案第１号から第３号の説明の後、遠藤幸子監事から、事業報告及び決

算については、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく表示している旨、

及び理事の職務の執行に関する不正の行為は認められない旨、並びに会

計監査人の監査の方法及び結果についても相当であり、計算書類（貸借対

照表及び正味財産増減計算書）、附属明細書、キャッシュ・フロー計算書

及び財産目録は、いずれも正確であると認める旨の監査報告が行われた。 

審議の結果、議案第１号から議案第３号は、いずれも全員が賛成し、原

案のとおり可決した。 

エ 議案第４号 総会において選任される理事候補者の決定について 

オ 議案第５号 総会において選任される監事候補者の決定について 

カ 議案第６号 地区協議会会長の選任について 

キ 議案第７号 総会の日時、場所、目的である事項等の決定について 

議案第４号から議案第７号について、一括して次のとおり説明を行った。 

  「それでは、議案第４号についてご説明申し上げますので、７７ページをお開きく

ださい。現在、就任いただいている理事の方々は、定款第２４条第１項により、来る

６月２６日に開催を予定しております「定時総会」の終結の時をもって任期が満了す

るため、総会において、選任を行う理事候補者を決定したく、ここに記載の２２名の

方々を提案するものでございます。 

８１ページをお開きください。各候補者の選任理由でございます。１の、市長及び

副市長は、地域市長会等からの推薦等により、また、２の、学識経験者の竹花満氏及

び 十時希代子氏は、記載の理由により、それぞれ選任するものです。 

-------------------------------------------------------------- 

８７ページをお開きください。議案第５号でございます。 

現在、就任いただいている監事につきましても、理事と同様に、この度、任期が満

了します。そのため、遠藤幸子氏及び西川敏氏を監事候補者として決定いたしたく、

提案するものでございます。監事の選任理由と略歴につきましては、８９ページ以降
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に掲載しておりますので、後ほどご参照願います。 

-------------------------------------------------------------- 

９５ページをお開きください。議案第６号でございます。 

関東地区及び四国地区協議会会長の退任等に伴い、規程に基づき、後任として、

ここに記載の２名の副市長を選任いたしたく、提案するものでございます。 

-------------------------------------------------------------- 

９７ページをお開きください。議案第７号でございます。 

定款では、総会は理事会の決議に基づき、理事長が招集するものと定め

られております。ついては、第８０回定時総会を「令和８年６月２６日（金

曜日）の午後３時」から、「日本都市センター会館」において記載の開催要

領により開催いたしたく、提案するものでございます。（議案第４号から

第７号までの）説明は、以上でございます。」 

審議の結果、議案第４号から議案第７号は、いずれも全員が賛成し、原案のとおり

可決した。 

【報告事項】 

ア 報告第１号 理事の退任について 

報告第１号について、次のとおり報告を行った。 

「１０１ページをお開きください。令和８年１月２８日の通常理事会以降、３月

に２名の理事が、それぞれ退任されたので報告いたします。説明は、以上でござい

ます。」 

イ 報告第２号 地震災害見舞金制度の見直しについて 

ウ 報告第３号 自動車損害共済の原因不明事故の免責金額の導入について 

報告第２号及び報告第３号について、一括して次のとおり報告を行った。 

「それでは、１０３ページをお開きください。本報告は、先の通常理事会でご報

告した中長期経営計画に関する取組項目のうち、令和９年度の制度改正を予定して

いる２件について、報告するものでございます。 

はじめに、「地震災害見舞金制度の見直し」でございますが、１０５ページをお開

きください。一つ目の黒ポツ、地震災害見舞金は、相互救済事業に影響を及ぼさな

いよう、資産運用益を財源とし、その範囲で賄う仕組みとして、正味財産の５％を

交付限度額として創設されました。 

資料の右側、「図表１」の改正案をご覧ください。資産運用利回りは、１９８０年
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の制度創設当時は７．１７％でしたが、その後の大幅な金利低下によって、運用益

の範囲内に収まらなくなっています。そのため、運用益内で制度が維持できるよう、

下の交付限度額の欄に記載のとおり、これまで、一般正味財産の５％を年度内の交

付限度額としておりましたが、新制度では、その割合を１．５％に改めることとし

ます。 

その１．５％の理由ですが、これまでの「年」平均交付実績が一般正味財産の約

１．３％であったところ、今後の金利の上昇傾向を加味し、１．５％とするもので

ございます。 

次に、資料の左側、「見直し案」のポツ二つ目、「交付額算出の簡便化」をご覧く

ださい。現行制度では、物件ごとの復旧費の１５％を見舞金として交付しておりま

すが、新制度では、その下の枠内にありますとおり、委託団体ごとに、前年度の分

担金額に、震度に応じた係数を乗じて得た額を交付することとし、交付額の算出を

簡便化し、委託団体の事務負担を軽減します。 

右側、図表２の「地震係数（案）」ですが、表の下、参考に記載しておりますとお

り、この係数は、熊本地震規模の地震で交付限度額となるよう調整したものです。

また、噴火及び噴火による津波の場合は、震度のような指標がないことから、見舞

金交付の算出方法は従来どおりとなりますが、交付割合は地震係数と整合を図るた

め、物件ごとに算定した復旧費の１５％を見直し、８％といたします。 

左側、下の枠内に記載のとおり、この改正に伴い、地震に際して見舞金を請求す

る場合、これまで提出いただいていた復旧明細などの資料は不要となります。なお、

交付時期は、従来と同じく災害発生の翌年度となります。 

次に、１０６ページをご覧ください。今後のスケジュールですが、委託団体への

説明を丁寧に行い、来年１月の理事会で規程改正を行い、４月から施行する予定で

ございます。 

-------------------------------------------------------------- 

続きまして、１０９ページをお開きください。報告第３号「自動車損害共済の原

因不明事故の免責金額の導入」についてです。 

一つ目の黒ポツですが、はじめに、ここで言う「原因不明事故」とは、公用車に

生じた損害について委託団体内部で適切に報告がなされなかった結果、原因不明と

して処理される事故をいいます。 

二つ目の黒ポツですが、このような「原因不明事故」につきまして、車両管理の
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適正化推進の観点や、車両管理に努めている共済委託団体と、そうでない委託団体

との負担の公平性を確保する観点から、「原因不明事故」に対しては免責金額を設定

することとします。 

四つ目の黒ポツ「免責金額制度導入のポイント」ですが、（１）、原因不明事故に

おける車両共済金額は、本会の規程によって計算した額から、損害保険会社におけ

る免責金額制度に倣い、５万円を差し引いた額とします。（２）、なお、適用に当た

っては、職員による事故が委託団体内部で報告されないケースを想定しております

ので、不可抗力など不慮の事故には、免責金額を適用しない取扱いとします。 

次に、１１０ページ、今後のスケジュールですが、来年４月から施行する予定で

ございます。（報告第２号及び第３号の）説明は、以上でございます。」 

エ 報告第４号 代表理事の職務執行の状況について 

報告第４号について、議長は、この報告は定款第２１条第４項に基づき

代表理事が自己の職務執行の状況について報告するものだが、重複を避け

るため、常務理事が代表して報告する旨の説明を行った後、常務理事が次

のとおり報告した。 

「１１３ページをお開きください。本報告は、理事会等運営規程に基づ

き、令和８年１月１日から４月３０日までの代表理事の職務執行状況につ

いてご報告するものでございまして、いずれも法令及び定款に則り適切に

職務を執行しております。 

はじめに、１１５ページをお開きください。福田理事長の報告でござい

ます。２の、職務執行した内容は、（１）の「自身が決裁又は執行した」職

務及び、（２）の「内規の制定又は改廃に関する」職務は、記載のとおり、

（３）の「理事会の承認を要しない利益相反行為」に、該当する職務はご

ざいません。 

次に、１１７ページをお開きください。高橋理事長職務代理者の報告で

ございます。２の、職務執行した内容は、（１）及び（２）に記載のとおり、

いずれも自身が決裁又は執行した職務はなく、理事長職務代理者として関

与した事項は、理事長と同様でございます。１１８ページにまいりまして、

（３）の利益相反行為に該当するものはございません。 

最後に、１１９ページは、わたくし常務理事の報告でございます。２の、

職務執行した内容は、（１）及び（２）に記載のとおり、職務権限に基づき、
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自身が決裁又は執行し、内規の制定・改廃もしくは関与を行いました。１

２０ページにまいりまして、（３）の利益相反行為に該当するものはござ

いません。代表理事３名の職務執行状況の報告は、以上でございます。」 

オ 報告第５号 理事長の利益相反取引に係る重要事項について 

カ 報告第６号 令和７年度助成対象事業における各団体の実施状況につい 

 て 

報告第５号及び報告第６号について、一括して次のとおり報告を行った。 

「１２１ページをお開きください。現在、福田理事長が市長を務められている川

崎市と、本会との共済委託契約及び資金融資貸付については、利益相反取引に該当

することから、理事会での承認を得て、取引を行っているところですが、規程で、

その報告を理事会で行うこととされておりますので、令和７年度の取引について、

ご報告するものでございます。 

取引の内容、金額等については、２の、「取引の重要事項」に記載のとおりでござ

います。いずれの取引につきましても、本会の業務規程及び、融資規程に基づき、

他の団体と同一の条件で契約を行っております。 

-------------------------------------------------------------- 

１２３ページをお開きください。報告第６号でございます。 

本会では、定款に掲げる「防災その他様々な都市機能の健全な維持発展に関する

事業」の一環として、助成事業を実施しておりますが、実施団体それぞれが行った

令和７年度事業について、助成規程に基づき、その実績をご報告するものでござい

ます。 

１の「助成対象事業及び協助金交付額」につきましては、（１）の、公益財団法人

日本都市センターなど、３団体が実施した３事業に対しまして、総額７，２００万

円の協助金を交付いたしました。 

なお、各団体の事業実施報告書については、１２５ページ以降に添付しておりま

すので後ほどご参照願います。説明は、以上でございます。」 

 

以上をもって議案の審議等を終了し、議長が出席者の発言について確認した

ところ、発言は無かったので、午前１１時５２分、議長は閉会を宣言し、解散し

た。 
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以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事

は記名押印する。 

 

令和８年５月２９日 

 

代表理事  福 田 紀 彦  印 

 

 

代表理事  三 冨 吉 浩  印 

 

 

監  事  遠 藤 幸 子  印 

 

 

監  事  西 川   敏  印 
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